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（
二
面
よ
り
続
き
）

▽
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
問

題
の
早
急
な
解
決
を
求
め
る
意

見
書

▽
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
制
度
の

存
続
と
機
能
強
化
を
求
め
る
意

見
書

▽
チ
ー
ム
学
校
推
進
法
の
早
期
制

定
を
求
め
る
意
見
書

▽
骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
に
対
す
る
支

援
の
充
実
に
関
す
る
意
見
書

▽
有
害
鳥
獣
対
策
の
推
進
を
求
め

る
意
見
書

採
択
さ
れ
た
請
願

▽「
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」に
伴
う
耐
震
診
断

結
果
の
適
正
な
公
表
時
期
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
一
項
、

第
二
項
）

問
　
既
存
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
新

し
い
消
防
学
校
・
防
災
研
修
セ
ン
タ

ー
整
備
の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。

　
ま
た
、
今
回
の
整
備
に
伴
い
、
ど

の
よ
う
な
点
を
機
能
強
化
す
る
の

か
。

答　

整
備
の
進
捗
状
況
は
、
現
在
、

用
地
の
造
成
工
事
を
行
っ
て
お
り
、

年
内
に
終
了
の
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
般
、
建
設
業
者
を
入
札

に
よ
り
決
定
し
、
議
会
の
承
認
後
、

年
明
け
か
ら
工
事
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

　

機
能
強
化
に
つ
い
て
は
、
複
雑
・

多
様
化
し
て
い
る
災
害
に
対
応
す

る
た
め
、
倒
壊
し
た
建
物
や
が
れ
き

か
ら
の
救
助
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
等
に
よ

り
水
没
し
た
車
両
か
ら
の
救
助
な

ど
、
よ
り
実
践
的
な
訓
練
を
実
施
す

る
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

問
　
駅
ホ
ー
ム
に
お
け
る
転
落
防
止

対
策
に
つ
い
て
、
か
ら
だ
の
不
自
由

な
方
へ
の
声
か
け
運
動
な
ど
、
ソ
フ

ト
面
で
の
対
策
を
推
進
し
て
い
く

べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

答　

国
に
お
い
て
「
駅
ホ
ー
ム
に
お

け
る
安
全
性
向
上
の
た
め
の
検
討

会
」
を
設
置
し
、ハ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、

ソ
フ
ト
の
面
か
ら
も
総
合
的
な
対
策

総
務
防
災
常
任
委
員
会

総
合
企
画
水
道
常
任
委
員
会

の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
県
と
し
て
も
、
国
や
鉄
道
事
業

者
の
検
討
状
況
な
ど
を
注
視
し
な
が

ら
、
必
要
な
対
応
を
図
っ
て
い
く
。

問
　
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

高
齢
化
が
進
む
中
で
、
県
民
の
期

待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
整
備
を

し
て
ほ
し
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

答　

が
ん
セ
ン
タ
ー
の
新
棟
整
備
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
度
末
の

オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
て
実
施
設
計
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
今
後
、
高
齢
化

等
へ
の
対
応
も
含
め
、
計
画
ど
お
り

の
進
捗
に
努
め
て
い
き
た
い
。

問
　
自
転
車
条
例
案
に
お
い
て
、
道

路
交
通
法
で
定
め
ら
れ
た
以
上
の

上
乗
せ
規
定
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

答　

主
な
上
乗
せ
規
定
と
し
て
、

① 

十
六
時
か
ら
二
十
時
の
間
の
交
通

事
故
で
、
自
転
車
が
関
係
す
る
事

故
が
全
体
の
三
割
近
く
を
占
め

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
夕
方
の
ラ

イ
ト
点
灯
」

② 

自
転
車
の
関
係
す
る
事
故
全
体

の
七
割
が
交
差
点
や
そ
の
付
近
で

発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
自

転
車
側
面
へ
の
反
射
材
の
装
着
」

③ 

事
故
に
遭
っ
た
場
合
の
頭
部
保

護
の
た
め
、
「
子
ど
も
た
ち
や
高

齢
者
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
努
め
る
こ
と
を
規

定
し
た
。

問
　
二
〇
二
〇
年
に
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

環
境
生
活
警
察
常
任
委
員
会

商
工
労
働
企
業
常
任
委
員
会

れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
経
済
波
及
を

目
指
し
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で

い
く
の
か
。

答　

経
済
波
及
に
つ
い
て
は
、
県
内

全
体
に
い
き
わ
た
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。

　

宿
泊
施
設
や
商
店
街
等
に
お
け

る
外
国
人
観
光
客
の
受
け
入
れ
体

制
の
整
備
な
ど
、
持
続
的
な
地
域
経

済
の
発
展
に
結
び
つ
く
よ
う
、
取
り

組
ん
で
い
く
。

問
　
台
風
九
号
に
よ
る
農
林
水
産

業
の
被
害
と
そ
の
対
応
は
ど
う
か
。

答　

台
風
九
号
に
よ
る
被
害
額
は
、

過
去
十
年
間
で
二
番
目
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
県
の
施
策
と
あ
わ
せ
、
国

に
対
し
支
援
を
要
望
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

こ
の
要
望
を
踏
ま
え
、
十
月
七
日

に
国
か
ら
「
平
成
二
十
八
年
台
風
に

よ
る
被
災
農
林
漁
業
者
へ
の
支
援

対
策
」
が
示
さ
れ
、
県
の
要
望
に
つ

い
て
も
、
お
お
む
ね
反
映
さ
れ
た
も

の
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
は
、
復

旧
に
向
け
、
で
き
る
限
り
の
支
援
に

努
め
て
い
き
た
い
。

問
　
利
根
川
の
最
下
流
に
位
置
す

る
本
県
に
と
っ
て
、
八
ッ
場
ダ
ム
の

効
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

答　

既
設
の
利
根
川
上
流
ダ
ム
群
と

相
ま
っ
て
、
上
流
域
で
洪
水
調
節
を

し
、
下
流
域
へ
流
れ
る
洪
水
を
低
減

さ
せ
る
と
い
っ
た
、
治
水
上
の
効
果

が
あ
る
。

問
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
野
球

農
林
水
産
常
任
委
員
会

県
土
整
備
常
任
委
員
会

文
教
常
任
委
員
会

場
の
耐
震
・
大
規
模
改
修
の
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
ま
た
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

答　

ス
タ
ン
ド
の
耐
震
改
修
、
老
朽

化
対
応
と
し
て
、
給
排
水
設
備
・
観

客
席
の
改
修
、
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
Ｌ

Ｅ
Ｄ
化
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
両
翼
・
セ
ン

タ
ー
方
向
へ
の
延
伸
・
拡
張
を
行
う
。

　

ま
た
、
照
明
設
備
の
設
置
を
検
討

し
て
い
る
。

　

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二

十
八
年
度
に
か
け

て
実
施
設
計
を
、

平
成
三
十
年
度
か

ら
の
二
カ
年
で
工

事
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

各
常
任
委
員
会
の

主
な
質
疑
か
ら

県議会情報を掲載しています。ぜひご覧
ください。

主な掲載内容
●議員の紹介　●傍聴のご案内
● インターネット中継（ライブ・録画）本会
議及び予算委員会（過去3年分視聴可）
●会議録検索　●会議の概要
●議会図書室の利用案内

〈ホームページアドレス〉
http://www.pref.chiba.lg.jp/gikai/
または、検索サイトで 検 索を してください。千葉県議会

千葉県議会ホームページ インターネット中継　動画配信中

スマートフォン・
タブレット端末でも
視聴できます。

「決算審査特別委員会」を設置

■平成28年決算審査特別委員会委員名簿（平成27年度決算）

自　　民　　党

◎ 臼　井　正　一 ◯ 瀧　田　敏　幸

大　松　重　和 武　田　正　光

山　本　義　一 関　　　政　幸

小　池　正　昭 中　村　　　実

小　路　正　和 茂　呂　　　剛

民　　進　　党
竹　内　圭　司 安藤　じゅん子

鈴　木　陽　介

公　　明　　党 秋　林　貴　史 仲　村　秀　明

共　　産　　党 三　輪　由　美

市民ネット・社民・無所属 入　江　晶　子
◎委員長　○副委員長

10月5日の本会議において、県の平成27年度一般会計及び特別会計
の決算を審査するため、決算審査特別委員会を設置しました。

議員発議条例2件が可決されました 「AED条例」・「自転車条例」

●「自転車条例」概要
　この条例は、誰もが手軽に利用できる「自転車」による交通事
故や危険運転が後を絶たず、加害事故により高額の損害賠償義
務を負った事例も発生している状況から、自転車の安全で適正
な利用を実現し、歩行者や自転車などが共に安全に通行し、県
民が安心して暮らせる地域づくりを目的としています。
　主な内容は、自転車利用者に、車両運転者としての自覚や法
令遵守を求め、運転時の「夕方からのライト点灯」や「“スマホ
を見ながら”といった『ながら運転』をしない」ことなど、特に
守ってもらいたい事項を定めています。
　また、学校や家庭での交通安全教育の実施や、高齢者に対す
る家族からの助言、点検整備の実施やヘルメット着用などに
ついても定めています。
　さらに、自転車による加害事故への備えとなる自転車損害
賠償保険への加入の有無の確認や加入促進についても盛り込
んでいます。

　9月定例県議会において、議員提出による「千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例」及び「千葉県自転
車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が可決されました（平成29年4月1日施行予定）。

●「AED条例」概要
　この条例は、急性心筋梗塞など心原性心肺機能停止に
なった人に対し、発見者がAEDを使用し、また、心肺蘇生法
を実施することが救命と早期の社会復帰に寄与することか
ら、AEDの使用等の普及促進と、これらを自発的かつ積極
的に行うことができる環境作りを進め、一人でも多くの救
命と後遺症の軽減が実現されることを目的としています。
　主な内容は、AEDの使用等について県民に正しい知識
と技能等を持ってもらうため、学校での取組を促進するこ
ととしており、特に県立中・高等学校では、心肺蘇生法や
AEDの実習を行うこととしています。
　また、県は、AEDの設置を計画的に進めるとともに、その
設置情報を集約して県民に公表することを規定していま
す。
　さらに、AEDの使用等により、万が一、訴訟を起こされた
場合の援助についても定めています。


